
一般社団法人日本福祉のまちづくり学会［北海道支部］規則 
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第１章 総則 

 

（会の名称） 

第１条 本会は、一般社団法人日本福祉のまちづくり学会［北海道支部］（以下「本支部」）

という。本支部は、一般社団法人日本福祉のまちづくり学会（以下「本法人」）の

定款で定めた支部であり、この規則は［北海道支部］規則である。 

 

（目的） 

第２条  本支部は、本法人の定款で定められた目的にあげる、市民生活並びに福祉のま

ちづくりに関わる理論、研究及び技術の向上と発展に寄与し、本法人と連携しな

がら、北海道においてその実践、普及、啓発を推進することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 本支部は、本法人の定款で定められた事業である、理論・研究・技術向上に関す

る調査研究を行い、研究会・講演会・研修会・見学会等の開催、および支部構成

員相互の情報交換、および広報・宣伝・印刷物の刊行及び頒布を行い、国際協力

などその他必要な事業を行う。 

 

第２章 会員 

 

（会員） 

第４条 支部会員は、北海道で活動する本法人の定款第５条及び第７条に基づく法人の構

成員である会員で構成される。 

 

（入会） 

第５条 支部会員の入会は、一般社団法人日本福祉のまちづくり学会の入会をもって自動

的に成立する。 

 

（会費） 

第６条 本法人からの支部支援費および事業収入によって運営される。支部独自の会費の

徴収は行わない。 



（会員の特典） 

第７条 支部会員は、本支部が営む事業に関する通知を受け、参加することができるとと

もに、会員が発する情報を受け取ることができる。 

 

（退会） 

第８条 支部会員の退会は、一般社団法人日本福祉のまちづくり学会の退会をもって自動

的に成立する。 

 

（会員資格の喪失） 

第９条 支部会員は、死亡など通常の資格喪失事由に加えて、以下の各号の一に該当する

場合はその資格を失う。 

（１）支部会員が一般社団法人日本福祉のまちづくり学会を退会したとき 

（２）本支部の名誉を毀損し、または本会の設立趣旨に反する行為をしたとき 

（３）本支部を解散したとき 

 

第３章 役員 

 

（役員の種別、員数、及び選任） 

第１０条 本支部には、以下の役員を置く。本法人の定款第１４ 条２項２号に定める支

部代議員を支部長とする。副支部長、監事は総会で選出し、幹事は支部長が任命

する。 

（１）支部長１名 

（２）副支部長２名 

（３）幹事１０名以内 

（４）監事２名  

 

（職務） 

第１１条 支部長は、本支部を代表し、本誌部を総括する。 

２．副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故がある時は、その職務を代行する。 

３．支部幹事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。 

４．支部監事は、本支部の収支決算及び事業計画等を監査する。 

 

（任期） 

第１２条 支部役員の任期は２年とし、再任を妨げない。なお、補欠による役員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 

（解任） 

第１３条 役員は、本支部の名誉を毀損し、又は本会の設立趣旨に反する行為があったと

きは、総会の議決により解任することができる。 

    



第４章 顧問・相談役 

 

（顧問・相談役） 

第１４条 本支部に、顧問及び相談役を置くことができる。これらは支部役員会の承認を

得て、支部長が委嘱する。任期は２年とし、再任を妨げない。 

 

第５章 会議 

 

（会議） 

第１５条 会議は、総会及び、支部役員会をとする。 

 

（権能） 

第１６条 総会はこの規則の規定するもののほか、次の事項を議決する。 

（１）事業計画及び収支予算の決定 

（２）事業報告及び収支決算の承認 

（３）その他本会の運営に関する重要事項 

 ２．支部役員会は、この規則に規定するもののほか、次の事項を議決する。 

（１）総会の議決した事項の執行に関すること 

（２）総会に付議すべき事項のこと 

（３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（開催、招集、及び議決） 

第１７条 支部総会は、本法人の正会員かつ支部構成員で構成する。支部総会は毎年１回、

年度終了後、２ヶ月以内に開催する。支部総会は支部長が招集し、支部総会の議

事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数の時は、議長がこれを決定する。

また、支部総会の議事録および議決事項を支部総会終了後、本部理事会に提出し

なければならない。 

２．支部役員会は、支部長が必要を認めた時、又は、幹事総数の３分の１以上から会議

の請求があったときに開催する。支部役員会の議事は出席者の過半数の同意をもっ

て決定する。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。 

 

第６章 経費及び会計 

 

（経費） 

第１８条 本法人からの支部支援費および事業収入によって運営される。 

 

（決算） 

第１９条 本支部の収支決算は、年度終了後２ヶ月以内に監事の監査を経なければならな

い。決算報告及び予算案は、支部総会で承認を得るものとする。 

 



（会計年度） 

第２０条 本支部の会計年度は、本法人の事業年度に準じる。 

 

第７章 規則の変更 

 

（規則の変更） 

第２１条 この規則は、支部総会において出席者の３分の２以上の議決を経て、かつ、本

部理事会の承認を得なければ、定め、あるいは変更することはできない。 

 

第８章 事務局 

 

（事務局） 

第２２条 本支部に、本支部の事務を処理するため、札幌市北区北１１条西２丁目２番１

７号にある一般社団法人北海道開発技術センター内に事務局を置く。 

 ２．事務局に関する事項は、支部長が支部役員会の同意を得て、別に定める。 

 

 

第９章 雑則 

 

（委任） 

第２３条 この規則の施行及び本支部の運営に関する必要な事項は、支部長が支部役員会

の議決を得て、別に定める。 

 

  



附則 

 

 １．この規則は、平成１９年８月７日をもってその効力を発生する。 

２．本支部設立当初の役員は、第１０条の規定に関わらず、設立総会での承認を得るこ

ととする。 

３．本支部設立初年度の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによる。 

４．本支部の設立当初の会計年度は、第２０条の規定にかかわらず、設立総会の日から

翌年の３月３１日までとする。 

 ５．本法人で規定した、支部運営規約と［北海道支部］規則で差異が生じた場合は、本

法人規定の支部運営規約に従うものとする。 

６．一部改正し、平成２３年６月１日から施行する。  

７．一部改正し、平成２４年５月２６日から施行する。 

 ８．一部改正し、平成２６年５月２４日から施行する。 

 ９．一部改正し、平成２７年５月１６日から施行する。 


